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 福岡県南広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令

和６年度の人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。 

 

   令和７年１２月１９日 

 

             福岡県南広域水道企業団 企業長 甲斐田 忠之 

 

 

令和６年度人事行政の運営等の状況 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用及び退職の状況 

   令和６年度に新たに採用された一般職の職員及び退職した一般職の職員の

状況は、次のとおりです。 

採用 
退職 

定年 その他 合計 

１ 0 0 0 

 

（２）職員の昇任及び降任の状況 

昇任 
降任 

部長級 課長級 課長補佐級 主査級 

0 0 0 0 0 

 

（３）職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

区 分 職員数 

職  員 28 

暫定再任用職員  1 

暫定再任用短時間勤務職員  3 

フルタイム会計年度任用職員 10 

（注１）対象職員は、臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く常時勤務をす

る一般職です。なお、一部の項目については、暫定再任用短時間勤務職員及

びフルタイム会計年度任用職員に関して別掲で記載しています。（以下同じ。） 

（注２）単位は、特に記載がない場合は（人）です。（以下同じ。） 
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（４）職員の年齢構成の状況（令和７年４月１日現在） 

職 種 

年 齢 

事務職員 技術職員 計 

職員数

(人) 

構成比 

(%) 

職員数

(人) 

構成比 

(%) 

職員数

(人) 

構成比 

(%) 

55歳以上 2 22.2 2 10.0 4 13.8 

50歳以上55歳未満 2 22.2 5 25.0 7 24.1 

45歳以上50歳未満 1 11.1 4 20.0 5 17.2 

40歳以上45歳未満 0 0.0 1 5.0 1 3.4 

35歳以上40歳未満 1 11.1 2 10.0 3 10.3 

30歳以上35歳未満 1 11.1 3 15.0 4 13.8 

25歳以上30歳未満 0 0.0 3 15.0 3 10.3 

25才未満 2 22.2 0 0.0 2 6.9 

合計 9  20  29  

平均年齢 42.2歳 43.3歳 42.9歳 

 

２ 職員の人事評価の状況 

職員個々の能力や実績等を的確に把握し、職員の能力開発及び業務遂行意欲の向

上に反映させ、公務能率の一層の増進を図ることを目的とし、平成29年度から人事

評価制度を実施しています。 

 

３ 職員の給与の状況 

（１）職員給与費の状況 

職員数 

（Ａ） 

給与費 一人あたり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 
給料 職員手当 

期末勤勉 

手当 

合計 

（Ｂ） 

人 

26 

千円 

106,023 

千円 

20,532 

千円 

47,224 

千円 

173,779 

千円 

6,683 

（注１）職員手当に退職手当は含んでいません。 

（注２）職員数は休職中・育児休業中など無給の職員を除いています。 

 

（２）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区 分 初任給 

大学卒 225,600円 

高校卒 194,500円 
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（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在） 

平均給料月額 平均年齢 

336,015円 42.8歳 

（注１）他団体併任職員、休職中・育児休業中の職員は除いています。 

 

（４）級別職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

職務の級 標準的な職務内容 
職員数

(人) 

構成比

(%) 

７級 事務局長、部長の職務 2 6.9 

６級 次長、課長、所長、主幹の職務 5 17.2 

５級 課長補佐、所長補佐の職務 7 24.1 

４級 
主査、相当困難な業務を所掌する事務主査、

技術主査の職務 
3 10.3 

３級 主任、事務主査、技術主査の職務 5 17.2 

２級 
高度な知識又は経験を必要とする主事、技師

の職務 
5 17.2 

１級 主事、技師の職務 2 6.9 

合 計 29  

 

（５）職員手当の状況（令和７年４月１日現在） 

扶養手当 配偶者 月額  3,000 円 

扶
養
親
族 

子１人につき 月額 11,500 円 

16歳から22歳までの子で、１人

につき加算する額 

月額  5,000 円 

父母等１人につき 月額  6,500 円 

住居手当 借家、借間居 

（家賃が16,000円を超える場合に限る） 

家賃に応じて 

月額 ～28,000 円 

通勤手当 交通機関等の利用者 

（通勤距離が２㎞以上の者に限る） 

運賃等に相当する額 

月額 ～55,000 円 

自動車等の利用者 

（通勤距離が２㎞以上の者に限る） 

通勤距離に応じて 

 月額 2,000～31,600円 

期末手当 

勤勉手当 

期末手当 

勤勉手当 

（ ）は、暫定再任用職員に係る支給割

合 

2.50月分（1.40月分） 

2.10月分（1.00月分） 

年間計    4.60月分 

      （2.40月分） 

期末手当 

フルタイム会計年度任用職員 

年間計   2.50月分 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間（令和７年４月１日現在） 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間45分 ８時30分 17時15分 12時から13時まで 

必要に応じて交替制による勤務時間を別に定めています。 

 

（２）休暇（令和７年４月１日現在） 

種 類 内  容 

年次有給休暇 原則として１年度に20日 平均取得日数：16.5日 

特別有給休暇 結婚、親族の死亡など特定の事由に基づいて認められた

場合に、その事由に応じて必要と認められる期間 

病気休暇 療養のために認められた場合 原則90日以内。 

介護休暇 家族等の介護のために認められた場合 

通算して６月の範囲内 

なお、フルタイム会計年度任用職員は、構成団体に準じて年次有給休暇及び

それ以外の休暇を定めています。 

 

５ 職員の休業に関する状況 

（１）育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の取得状況 

育児休業：子が３歳に達する日まで取得可能 

部分休業及び育児短時間勤務：子が小学校就学の始期に達する日まで取得可能 

区 分 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短時間勤

務取得者数 

男性職員 1 0 0 

女性職員 1 0 0 

計 2 0 0 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分の状況                    （単位：件） 

処分内容 降任 免職 休職 合計 

勤務実績がよくない場合 0 0 0 0 

心身の故障の場合 0 0 2 2 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 

職制、定数の改廃、予算の減少に

より廃職、過員を生じた場合 
0 0 0 0 

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 

合 計 0 0 2 2 
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（２）懲戒処分の状況                    （単位：件） 

処分内容 免職 停職 減給 戒告 合計 

件  数 0 0 0 0 0 

 

７ 職員の服務の状況 

地方公務員法により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと

とされています。 

当企業団では、職員に対し、必要に応じて綱紀粛正の通知を行う等、綱紀の保持

及び服務規律の徹底を図っています。 

 

８ 職員の退職管理の状況 

  前年度に課長級以上の職で退職した職員の再就職の状況は、次のとおりです。 

退職者数 
うち再就職者数 

暫定再任用職員 他の公共団体等 民間企業等 

0 ― ― ― 

 

９ 職員の研修の状況 

福岡県南広域水道企業団職員研修基本計画及び毎年の研修実施計画を定め、職員

研修を計画的・効果的に実施しています。 

研修実施機関 内容 
受講者数

（延べ） 

福岡県市町村職員研修所 
階層別研修  3 

専門別研修  3 

日本水道協会 水道技術者専門別研修等  8 

その他 民間企業等主催の研修・講座 23 

    その他、内部研修として人権・同和研修等を行っています。 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）安全衛生管理 

職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するこ

とを目的とし、労働安全衛生法及び企業団安全衛生管理規程に基づき、総括安

全衛生管理者、産業医、安全管理者及び衛生管理者の選任並びに安全衛生委員

会を設置しています。 
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（２）職員の健康管理 

労働安全衛生法に基づき、職員の健康を確保するため、全職員を対象に一般

健康診断を実施し、その結果に基づく保健指導を行っています。また、特定の

有害業務に従事する職員に対しては、特殊健康診断を実施しています。 

区 分 主な内容 受診者数 

一般健康診断 総合健康診断、ストレスチェック、VDT健診 51 

特殊健康診断 有機溶剤健診、深夜業従事者健診など 15 

   ※受診者数には、一般職のほか非常勤職員を含みます。 

 

（３）職員共済会 

福岡県南広域水道企業団職員共済会は、地方公務員法の規定により、企業団

職員の福祉の増進を目的に設立された職員の互助組織です。 

職員共済会は、会員からの掛金と事業主からの負担金を主な財源として運営

しています。 

事業費 
会員掛金 会員給料月額の4/1000 

事業主負担金 会員給料月額の3/1000 

事業概要 保健事業、文化事業、体育事業、福利事業等 

 


